
 
 要配慮者利用施設の避難確保計画について 

手引き及び様式等については高槻市ホームページに掲載 

平成29年6月 水防法・土砂災害防止法改正 
       関係部局と協議開始 
 
平成30年2月 地域防災計画の修正 
       (要配慮者利用施設の記載) 
 
平成30年3月 避難確保計画作成の手引き策定 
 
平成30年4月 避難確保計画作成説明会の実施 
≪実施日≫ 
 第１回 平成30年4月17日(火)10:00～11:00 
 第２回 平成30年4月17日(火)14:00～15:00 
 第３回 平成30年4月18日(水)10:00～11:00 
 第４回 平成30年4月18日(水)14:00～15:00 
≪場所≫ 
 高槻市総合センター 
≪説明会対象施設数≫ 
 402施設 

手引き 計画様式 説明会実施状況 
高槻市 


